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判決年月日 ［第１事件］令和７年３月 19 日 

［第２事件］令和７年３月 19 日 

判 示 事 項 地方税法附則９条の 10 第２項及び３項に基づく委託納付と取消訴訟

の対象（消極） 

判 決 要 旨 地方税法附則９条の 10 第２項及び３項に基づく委託納付は、所定の

要件を充足することにより、法律上当然に納付を委託したと擬制される

制度であり、委託納付の過程には、公権力の主体たる行政庁の行為を観

念することができないから、取消訴訟の対象となる行政処分に当たらな

い。 

事案の概要 姫路税務署長（処分行政庁）は、Ｘに対し、所得税及び復興特別所得

税（以下「所得税等」という。）並びに消費税及び地方消費税（以下「消

費税等」という。）について、決定処分、更正処分並びに無申告加算税

及び過少申告加算税の賦課決定処分（以下「本件各課税処分」という。）

をし、Ｘについて納付すべき国税等が発生した。 

姫路税務署長（処分行政庁）は、Ｘに対し、Ｘの有する国税の還付金

等について、通則法 57 条１項に基づき、上記のＸの納付すべき国税等

の一部（消費税等の一部）に充当（以下「本件各充当処分」という。）

するとともに、地方税法附則９条の 10 第２項及び３項に基づき、上記

のＸの納付すべき国税等の一部に対する委託納付に係る手続（以下「本

件各委託納付」という。）をした。 

Ｘが、本件各充当処分及び本件各委託納付の取消しを求める審査請求

をしたところ、国税不服審判所長（裁決行政庁）は、同請求のうち、①

本件各委託納付の取消しを求める部分をいずれも却下し、②本件各充当

処分の取消しを求める部分をいずれも棄却する裁決（以下「本件裁決」

という。）をした。 

Ｘは、本件裁決の取消しを求めて訴えを提起した（第１事件）。原審

係属中、国税不服審判所長（裁決行政庁）は、本件各課税処分のうち、

所得税等の決定処分、更正処分並びに無申告加算税及び過少申告加算税

の賦課決定処分の一部を取り消す裁決をした。 

原判決は、Ｘの請求を棄却した。Ｘは、原判決を不服として控訴した

上で、本件各充当処分及び本件各委託納付の取消請求を追加したとこ

ろ、控訴審は、これを第２事件として立件した。 
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